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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第192期

第２四半期
連結累計期間

第193期
第２四半期
連結累計期間

第192期

会計期間
自　平成25年４月１日

至　平成25年９月30日

自　平成26年４月１日

至　平成26年９月30日

自　平成25年４月１日

至　平成26年３月31日

売上高 （百万円） 484,072 414,867 931,781

経常利益 （百万円） 11,663 7,156 25,532

四半期（当期）純利益 （百万円） 2,329 1,156 5,608

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 16,476 6,263 19,559

純資産額 （百万円） 237,135 202,761 199,733

総資産額 （百万円） 896,997 724,787 714,845

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 3.30 1.64 7.94

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 19.8 24.7 24.8

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

（百万円） △9,329 △1,161 18,912

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

（百万円） △36,023 △16,786 △40,290

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

（百万円） 53,007 12,157 29,917

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（百万円） 39,450 19,531 25,320
 

　

回次
第192期

第２四半期
連結会計期間

第193期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成25年７月１日

至　平成25年９月30日

自　平成26年７月１日

至　平成26年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 1.39 1.51
 

 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２　売上高には、消費税等は含まれていない。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していな

い。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はない。また、主要な関係会社に異動はない。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な

変更があった事項は以下の通りである。また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書に

おける「第一部　企業情報　第２　事業の状況　４　事業等のリスク」の項目番号に対応している。

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社および連結子会

社）が判断したものである。

 

10）法令違反等

　当社は、自動車用ワイヤハーネス・カルテルによる競争法違反により、平成23年11月に米国において、また平成

25年４月にカナダにおいて、有罪判決を受け罰金を支払っている。また、平成25年７月には当社子会社である古河

ＡＳ株式会社とともに欧州委員会より、平成26年８月には中国において、競争法違反行為にともなう制裁金を課す

決定を受け、これらを支払っている。日本においては、同製品カルテルについて平成24年１月に公正取引委員会の

命令が公表されているが、当社は、同委員会に対して課徴金減免制度の適用を申請しこれが認められたこと等か

ら、排除措置命令、課徴金納付命令のいずれも受けていない。

　上記に関連して、米国およびカナダにおいて当局が捜査対象とする一連の自動車部品カルテルによる損害の賠償

を求める複数の集団訴訟が提起されており、当社および当社子会社が自動車用ワイヤハーネスその他一部の自動車

部品カルテルにかかる訴訟において被告となっている。また、一部の自動車メーカーとは、自動車用ワイヤハーネ

ス・カルテルに関する損害賠償の交渉を行っている。

　上記のほか、電力ケーブルおよび同関連製品カルテルに関し、平成26年４月に当社の持分法適用関連会社である

株式会社ビスキャスおよび当社が欧州委員会より制裁金を課す決定を受けたほか、株式会社ビスキャスに対しては

ブラジル当局による調査が継続中である。なお、電力ケーブルおよび同関連製品カルテルに関する欧州委員会決定

に対して、当社および株式会社ビスキャスは、事実認定や法令の適用に疑義があるとして制裁金の取消しまたは減

額を求め、欧州普通裁判所に提訴している。

 
２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、以下の技術導入契約が、平成26年７月14日に対象特許権が満了したことに伴

い終了した。

契約技術 契約の相手方（国籍） 契約期間 対価

レーザーモジュール技術

（特許実施）

コーニング・インコーポレイテッド

（アメリカ）

自　平成11年２月23日

至　実施許諾特許の満了日

頭金　　定額　　

実施料　一定料率
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３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものである。

　

(1)　業績の状況

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国経済が回復傾向にある一方で、欧州経済の長期低迷や中国

経済の成長鈍化など、不安定要素も見られた。日本経済についても、緩やかな回復基調をたどりながらも、消費税

率の引き上げに伴う駆け込み需要の反動減の長期化や、円安の進行による輸入コスト増といったマイナス影響も見

られた。

このような状況のもとで、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の当第２四半期連結累計期間

の業績は、光ファイバ・ケーブル事業や電力ケーブル事業の海外子会社で回復が見られたものの、軽金属部門を構

成していた古河スカイ㈱（現㈱ＵＡＣＪ）が昨年10月から当社の持分法適用の関連会社となったことや、本年２月

に発生した日光事業所における大雪被害による操業停止の影響に加え、自動車部品事業で円安などによる輸入コス

トが増加したことなどにより、売上高は前年同期比14.3％減の4,149億円、営業利益は前年同期比45.0％減の62億

円となった。なお、古河スカイ㈱の持分法適用会社化の影響を除くベースでは、売上高は5.4％増、営業利益は

0.3％減となる。経常利益は前年同期比38.6％減の72億円となり、四半期純利益は前年同期比50.3％減の12億円と

なった。

　

セグメントの業績は次のとおりである。

なお、第１四半期連結会計期間より、従来「情報通信」に含めていた一部事業について、開発を更に加速すべく

管理所管の見直しを行い、報告セグメントの区分を「サービス等」に変更している。

また、報告セグメントの位置づけをより適切に表示するため、「サービス等」の名称を「サービス・開発等」に

変更している。

これに伴い、前年同期比較の数値は、前第２四半期連結累計期間の数値を変更後の報告セグメントの区分に組替

えて算出している。

　

情報通信部門

情報通信部門においては、光ファイバ・ケーブル事業が北米・欧州の需要回復や海外子会社の固定費削減効果

で改善し、タイでの携帯電話工事関連事業も好調を維持したものの、国内ネットワーク事業で売上が下半期に延

びたことなどから、当部門の売上高は750億円（前年同期比0.7％増）、営業利益は25億円（前年同期比5.7％

減）となった。

　

エネルギー・産業機材部門

エネルギー・産業機材部門においては、中国での電力ケーブル事業が構造改革と売上増で回復したことに加

え、スマートフォンなどに使用される半導体の製造用テープが好調に推移したことなどから、当部門の売上高は

1,416億円（前年同期比3.5％増）、営業利益は15億円（前年同期比318.3％増）となった。

　

電装・エレクトロニクス部門

電装・エレクトロニクス部門においては、放熱製品事業は好調だったが、自動車部品事業で円安や日光雪害に

よる部材調達のコスト増に加え、タイ市場混乱による需要減などの影響もあり、当部門の売上高は1,445億円

（前年同期比6.6％増）となったものの、営業利益は45億円（前年同期比17.6％減）となった。

　

金属部門

金属部門においては、銅箔事業で国内拠点での減損による償却費減の効果があったものの、銅条事業が本年２

月に発生した日光事業所における大雪被害による売上減や外部委託費増加などにより、売上高は650億円（前年

同期比2.8％減）営業損失は22億円（前年同期比５億円悪化）となった。

　

軽金属部門

　　軽金属部門においては、前述の通り、当部門を構成していた古河スカイ㈱（現㈱ＵＡＣＪ）が、昨年10月から

当社の持分法適用の関連会社となっている。なお、前年同期の売上高は966億円、営業利益は44億円であった。

　

サービス・開発等部門

サービス・開発等部門においては、情報処理・ソフトウェア開発、物流、各種業務受託等による当社グループ

の各事業のサポート、不動産の賃貸、水力発電、新製品研究開発の推進等を行っているが、当部門の売上高は

256億円（前年同期比37.2％増）、営業損失は２億円（前年同期比３億円の悪化）となった。
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(2)  キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、195億円（前年同期比199億円の減少）となった。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損益はプラス

だったが、たな卸資産が増加したこと等により、△12億円（前年同期比＋82億円）となった。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により、△

168億円（前年同期比＋192億円）となった。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、借入による資金調達を行ったこと等

により、＋122億円（前年同期比△408億円）となった。

　

 
(3)　事業上及び財務上の対処すべき課題

①当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はない。

　

②会社の支配に関する基本方針

Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、平成19年３月９日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方

に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を次のとおり定めている。

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

の確保・向上に資する者が望ましいと考えております。

もっとも当社は、株式を上場して市場での自由な取引に委ねているため、会社を支配する者の在り方は、

最終的には株主の皆様全体の意思に基づき決定されるべきであり、会社の支配権の移転を伴う買付提案に応

じるかどうかの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えます。

しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、株主に株式の売却を事実上強要するお

それがあるもの、株主が買付の条件等について検討したり、当社の取締役会が代替案を提案するための充分

な時間や情報を提供しないもの、買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉

を必要とするもの等、株主共同の利益を毀損するものもありえます。

このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配す

る者として適当でないと判断します。
 

　

Ⅱ．基本方針の実現に資する取組み

当社グループは、「世紀を超えて培ってきた素材力を核として、絶え間ない技術革新により、真に豊かで持続

可能な社会の実現に貢献する」ことを基本理念としている。当社グループの事業領域は、「情報通信」、「エネ

ルギー・産業機材」、「金属」、「電装・エレクトロニクス」など多岐にわたるが、これらの事業は明治17年の

創業以来培ってきた素材の加工・応用技術を基盤に、産業の発展に伴い創造してきたものである。その事業創造

の過程で、当社グループは、独自の技術、経験および経営ノウハウ等を積み重ねるとともに、顧客、取引先、地

域社会、従業員などの様々なステークホルダーとの間の良好な関係の維持、発展に努めてきた。これらは、当社

グループの有形・無形の貴重な財産であり、これらを毀損することなく、中長期的な視野で企業価値と株主共同

の利益の一層の向上に結びつけるよう努めている。

以上の方針を事業へ展開していくにあたり、当社では、2015年度までの３ヵ年を対象とする中期経営計画

「Furukawa G Plan 2015」を策定し、新興国を中心とした電力・通信といったインフラ市場の旺盛な需要への対

応、自動車関連分野におけるアジアを中心とした製造・販売体制の構築のほか、持続的成長に向けた基盤の構築

や財務体質の改善に取り組んでいる。

当社では、多数の株主および投資家による当社への長期的な投資を促進するため、企業価値ひいては株主共同

の利益を向上させるための取組みとして、以上のような施策を実施しており、これらの取組みは、上記Ⅰの基本

方針の実現にも資するものと考えている。
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Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み

当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、平成19年６月26日開催の

第185回定時株主総会決議により、買収防衛策として「当社株式の大規模買付行為への対応策」を導入し、以

降、一部内容を変更するとともに、買収防衛策を更新してきている。現在の買収防衛策は平成25年６月25日開催

の第191回定時株主総会決議により、更新されたものである。（以下、現在の買収防衛策を「本プラン」とい

う。）

本プランは、当社株式の大規模買付が行われる場合の手続きを明確にし、株主が適切な判断をするために必要

な情報や時間を確保したり、買付者との交渉等が一定の合理的ルールにしたがって行われることを確保すること

により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としており、その概要は次の

とおりである。

　

当社の発行済株式総数の20％以上となる株式の買付または公開買付を実施しようとする買付者には、必要な情

報を当社に提出していただき、当該大規模買付行為は取締役会による評価期間（大規模買付行為の方法により、

買付者からの必要情報の提供後60日または90日とする。）経過後にのみ開始されるものとし、買付者が本プラン

の手続きを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう買付であると取締役会が判断した

場合、例外的に対抗措置（大規模買付者等による権利行使は認められないとの行使条件を付した新株予約権の無

償割当等）を発動する場合がある。ただし、取締役会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外監

査役および社外有識者からなる第三者委員会を設置し、第三者委員会は外部専門家の助言を得た上で、買付内容

の検討等を行う。取締役会は対抗措置の発動に先立ち、第三者委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問

し、第三者委員会は十分検討した上で対抗措置の発動の是非について勧告を行う。取締役会は、判断に際して第

三者委員会の勧告を最大限尊重するものとする。

本プランの詳細は、当社ホームページ（http://www.furukawa.co.jp/）に掲載している。

　

Ⅳ．基本方針の具体的取組みおよび本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致

し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて

当社は、前述のとおり、厳しい経営環境の下、持続的成長に向けた基盤の構築や財務体質の改善等に努めてい

る。これらは当社の業績、経営指標を向上させ、企業価値の増大、株主共同の利益の向上につなげようとする取

組みである。また、本プランは、次の理由から、基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合

致しており、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではない。

1）買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した企業価値・株主共同の利益の確保又は向

上のための買収防衛策に関する指針の定める三原則を充足している。

2）株主意思を重視するものであること

本プランは、平成25年６月25日開催の第191回定時株主総会決議により導入したもので、株主の意思が反映さ

れたものとなっている。

3）合理的な客観的要件の設定

本プランにおける対抗措置は、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、

当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえる。

4)独立性の高い社外者の判断の重視

本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外者のみから構成され

る第三者委員会により行われることとされている。また、その判断の概要については株主に情報開示をすること

とされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保さ

れている。

5）デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと

株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、

本プランはその時点で廃止されるものとしていることから、取締役の選任議案に関する議決権の行使を通じて、

本プランに対する株主の意思を反映させることが可能となっている。したがって、本プランは、いわゆる「デッ

ドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）」で

はない。また、当社は、取締役の任期を１年とし、期差任期制を採用しておらず、経営陣の株主に対する責任を

より明確なものとしている。したがって、本プランは、いわゆる「スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成

員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）」でもない。
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(4)　研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における研究開発費は80億円である。

また、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に生じた重要な変更の内容は、

次のとおりである。

　GaN（窒化ガリウム）は、永年の活動の成果を活かすべく、４月にGaNパワーデバイス市場のリーダーである

Transphorm, Inc.（アメリカ合衆国カリフォルニア州）に出資を行なった。今後同社と研究開発分野のコラボレー

ションを図るなど、戦略的なパートナーシップを構築し、両社のGaNパワーデバイスに関連する製品群の強化、育

成を図る（関連部門：電装・エレクトロニクス部門）。

　

(5)　生産、受注及び販売の実績

当社グループの生産・販売品目は、広範かつ多種多様であり、同種の製品であっても、その容量、構造、形式等

は必ずしも一様ではなく、また受注生産形態をとらない製品も多く、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金

額または、数量で示すことはしていない。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 2,500,000,000

優先株式 50,000,000

劣後株式 46,000,000

計 2,596,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成26年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年11月７日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 706,669,179 706,669,179
東京証券取引所
（市場第一部）

完全議決権株式で権利
内容に何ら限定のない
当社の標準となる株式
であり、単元株式数は
1,000株である。

計 706,669,179 706,669,179 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額

 

(百万円)

資本金残高

 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年７月１日～
平成26年９月30日

- 706,669 - 69,395 - -
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(6) 【大株主の状況】

平成26年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行株式会
社（信託口）

東京都港区浜松町2丁目11番3号 44,308,000 6.27

日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社（信託口）

東京都中央区晴海1丁目8番11号 34,208,000 4.84

日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社（信託口4）

東京都中央区晴海1丁目8番11号 30,881,000 4.37

みずほ信託銀行株式会社　退職給付信
託　みずほ銀行口　再信託受託者　資
産管理サービス信託銀行株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番12号 24,135,000 3.42

朝日生命保険相互会社 東京都千代田区大手町2丁目6番1号 13,650,500 1.93

古河機械金属株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 13,290,455 1.88

富士電機株式会社 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 11,000,000 1.56

みずほ信託銀行株式会社　退職給付信
託　古河機械金属口　再信託受託者　
資産管理サービス信託銀行株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番12号 10,919,000 1.55

みずほ信託銀行株式会社　退職給付信
託　朝日生命保険口　再信託受託者　
資産管理サービス信託銀行株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番12号 10,500,000 1.49

日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社（信託口9）

東京都中央区晴海1丁目8番11号 8,384,000 1.19

計 ― 201,275,955 28.50
 

（注）１．平成26年２月６日関東財務局長あて提出の変更報告書の写しが送付され、平成26年１月31日現在で以下の

とおり株式を所有している旨の記載があるが、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質保有状況

の確認ができない。なお、変更報告書の内容は次のとおりである。

提出者（大量保有者）の氏名または名称
保有株式数

（株）

保有割合

（％）

三井住友信託銀行株式会社 38,420,000 5.44

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 1,512,000 0.21

日興アセットマネジメント株式会社 5,436,000 0.77

計 45,368,000 6.42
 

　　　２．平成26年５月22日関東財務局長あて提出の変更報告書の写しが送付され、平成26年５月15日現在で以下の

とおり株式を所有している旨の記載があるが、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質保有状況

の確認ができない。なお、変更報告書の内容は次のとおりである。

提出者（大量保有者）の氏名または名称
保有株式数

（株）

保有割合

（％）

株式会社みずほ銀行 24,136,734 3.42

みずほ証券株式会社 811,000 0.11

みずほ信託銀行株式会社 14,091,000 1.99

計 39,038,734 5.52
 

　　　３．平成26年７月22日関東財務局長あて提出の変更報告書の写しが送付され、平成26年７月15日現在で以下の

とおり株式を所有している旨の記載があるが、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質保有状況

の確認ができない。なお、変更報告書の内容は次のとおりである。

提出者（大量保有者）の氏名または名称
保有株式数

（株）

保有割合

（％）

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 35,698,000 5.05

ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・ナショナル・アソシエー

ション

1,037,000 0.15

JPモルガン証券株式会社 126,311 0.02

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー 1,161,000 0.16

ジェー・ピー・モルガン・クリアリング・コーポレーション 1,194,054 0.17

計 39,216,365 5.55
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成26年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

－ －
普通株式 456,000
（相互保有株式）
普通株式 619,000

完全議決権株式（その他）
（注）１

普通株式 704,257,000 704,257 －

単元未満株式（注）２ 普通株式 1,337,179 － －

発行済株式総数  706,669,179 － －

総株主の議決権 － 704,257 －
 

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が5,000株含まれている。

また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が５個含まれている。

　　　２．「単元未満株式」の欄には、自己保有株式が259株、相互保有株式が250株含まれている。

 

② 【自己株式等】

平成26年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

　（自己保有株式）
　古河電気工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁
目2番3号

456,000 － 456,000 0.06

　（相互保有株式）

　山崎金属産業株式会社
東京都千代田区岩本町1丁
目8番11号

618,000 1,000 619,000 0.09

計 － 1,074,000 1,000 1,075,000 0.15
 

（注）「他人名義所有株式数」は、当社の取引先持株会（名称：古河電工共栄持株会、住所：東京都千代田区丸の内2

丁目2番3号）名義の持分である。

 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。

 

（役職の異動）

新役名および職名 旧役名および職名 氏　名
異動
年月日

取締役 執行役員、財務・調達本部長 取締役
執行役員、財務・調達本部長

兼同本部経理部長
荻原　弘之

平成26年
６月26日

取締役
執行役員常務、

セールス・マーケティング部門長
兼日光雪害復旧対策本部副本部長

取締役

執行役員常務、
セールス・マーケティング部門長

兼同部門環境・インフラ営業統括部長
兼日光雪害復旧対策本部副本部長

安永　哲郎
平成26年
６月30日

取締役

執行役員専務、戦略本部長
兼同本部スマートインフラ推進室長
兼日光雪害復旧対策本部副本部長
兼トヨタ総合展示会準備室長

取締役
執行役員専務、戦略本部長

兼同本部スマートインフラ推進室長
兼日光雪害復旧対策本部副本部長

佐藤　哲哉
平成26年
８月１日
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成している。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成26年７月１日から平成

26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 26,719 21,552

  受取手形及び売掛金 199,286 189,598

  有価証券 20 19

  商品及び製品 29,946 36,120

  仕掛品 27,073 33,259

  原材料及び貯蔵品 36,648 36,202

  繰延税金資産 5,025 4,527

  その他 36,690 39,628

  貸倒引当金 △1,400 △1,312

  流動資産合計 360,009 359,595

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 206,375 206,283

   機械装置及び運搬具 439,047 441,424

   工具、器具及び備品 68,137 68,451

   土地 40,630 40,576

   その他 17,611 22,536

   減価償却累計額 △580,732 △585,704

   有形固定資産合計 191,069 193,567

  無形固定資産   

   のれん 4,070 4,099

   その他 5,525 5,174

   無形固定資産合計 9,596 9,273

  投資その他の資産   

   投資有価証券 128,884 136,297

   退職給付に係る資産 3,472 3,862

   繰延税金資産 3,529 3,406

   その他 19,727 20,238

   貸倒引当金 △1,445 △1,454

   投資その他の資産合計 154,169 162,350

  固定資産合計 354,835 365,192

 資産合計 714,845 724,787
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 104,377 100,226

  短期借入金 119,913 121,327

  1年内償還予定の社債 100 －

  未払法人税等 1,653 1,798

  製品補償引当金 1,099 937

  災害損失引当金 1,210 1,107

  その他 65,515 59,413

  流動負債合計 293,869 284,811

 固定負債   

  社債 40,000 40,000

  長期借入金 117,842 132,934

  退職給付に係る負債 42,525 43,048

  環境対策引当金 11,768 10,541

  資産除去債務 566 574

  その他 8,539 10,115

  固定負債合計 221,242 237,214

 負債合計 515,111 522,026

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 69,395 69,395

  資本剰余金 21,467 21,467

  利益剰余金 79,219 77,132

  自己株式 △276 △278

  株主資本合計 169,805 167,716

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 19,094 22,836

  繰延ヘッジ損益 △298 349

  退職給付に係る調整累計額 △5,555 △5,526

  為替換算調整勘定 △5,808 △6,431

  その他の包括利益累計額合計 7,431 11,228

 少数株主持分 22,496 23,816

 純資産合計 199,733 202,761

負債純資産合計 714,845 724,787
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 484,072 414,867

売上原価 410,956 355,109

売上総利益 73,116 59,757

販売費及び一般管理費   

 販売費 19,345 17,233

 一般管理費 42,424 36,286

 販売費及び一般管理費合計 *1  61,769 *1  53,520

営業利益 11,346 6,237

営業外収益   

 受取利息 250 255

 受取配当金 848 886

 為替差益 1,401 －

 持分法による投資利益 386 1,001

 環境対策引当金戻入益 － 982

 その他 1,102 966

 営業外収益合計 3,988 4,092

営業外費用   

 支払利息 2,434 2,033

 為替差損 － 238

 その他 1,237 901

 営業外費用合計 3,671 3,173

経常利益 11,663 7,156

特別利益   

 固定資産処分益 273 489

 その他 188 446

 特別利益合計 462 935

特別損失   

 固定資産処分損 408 197

 減損損失 2,856 72

 事業構造改革費用 992 708

 カルテル関連費用 797 1,072

 災害による損失 － 1,261

 その他 293 1,002

 特別損失合計 5,349 4,315

税金等調整前四半期純利益 6,776 3,777

法人税、住民税及び事業税 3,258 1,484

法人税等調整額 △153 193

法人税等合計 3,104 1,678

少数株主損益調整前四半期純利益 3,672 2,098

少数株主利益 1,342 942

四半期純利益 2,329 1,156
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,672 2,098

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 5,084 3,653

 繰延ヘッジ損益 △82 581

 在外子会社退職給付に係る調整額 △164 －

 退職給付に係る調整額 － △11

 為替換算調整勘定 6,094 △252

 持分法適用会社に対する持分相当額 1,871 193

 その他の包括利益合計 12,804 4,164

四半期包括利益 16,476 6,263

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 13,622 5,051

 少数株主に係る四半期包括利益 2,854 1,212
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 6,776 3,777

 減価償却費 16,731 11,085

 持分法による投資損益（△は益） △386 △1,001

 
有価証券及び投資有価証券の売却損益（△は
益）

△74 △18

 固定資産処分損益（△は益） 134 △291

 減損損失 2,856 72

 たな卸資産評価損 1,479 823

 受取利息及び受取配当金 △1,098 △1,142

 支払利息 2,434 2,033

 為替差損益（△は益） △136 △219

 売上債権の増減額（△は増加） △8,884 9,191

 たな卸資産の増減額（△は増加） △11,638 △12,348

 仕入債務の増減額（△は減少） △10,760 △3,840

 災害損失引当金の増減額（△は減少） △9 △102

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △2,621 △52

 環境対策引当金の増減額（△は減少） 37 △1,133

 その他 2,942 △8,624

 小計 △2,219 △1,789

 利息及び配当金の受取額 1,632 2,321

 利息の支払額 △2,390 △2,035

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △6,352 342

 営業活動によるキャッシュ・フロー △9,329 △1,161

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の増減額（△は増加） △635 △667

 投資有価証券の取得による支出 △1,905 △2,700

 投資有価証券の売却による収入 945 68

 有形固定資産の取得による支出 △27,025 △14,187

 無形固定資産の取得による支出 △590 △318

 固定資産の売却による収入 1,644 1,504

 短期貸付金の増減額（△は増加） △7,919 △305

 その他 △538 △180

 投資活動によるキャッシュ・フロー △36,023 △16,786
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           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） 8,826 11,882

 長期借入れによる収入 44,835 21,620

 長期借入金の返済による支出 △11,568 △18,450

 社債の発行による収入 10,070 －

 社債の償還による支出 △195 △100

 少数株主からの払込みによる収入 188 －

 自己株式の取得による支出 △0 △1

 配当金の支払額 △2,107 △2,110

 少数株主への配当金の支払額 △532 △211

 セール・アンド・リースバックによる収入 3,866 －

 その他 △374 △471

 財務活動によるキャッシュ・フロー 53,007 12,157

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,183 △280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,837 △6,071

現金及び現金同等物の期首残高 30,476 25,320

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 135 244

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △9

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 48

現金及び現金同等物の四半期末残高 *1  39,450 *1  19,531
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【注記事項】

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

 
当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

(1)連結の範囲の重要な変更

　第１四半期連結会計期間より、台湾古河電磁線股份有限公司、古河輝提路光電（上海）有限公司はそれぞれ重要

性が増したため、連結の範囲に含めている。

　当第２四半期連結会計期間において、アクセスケーブル株式会社は、アクセスケーブル株式会社と東北アクセル

ケーブル株式会社に分割されたが、アクセスケーブル株式会社は、事業規模が縮小したことにより重要性が低下し

たため連結の範囲から除外している。　

　以上により、当第２四半期連結会計期間末における連結子会社の数は、前連結会計年度末の101社から103社と

なった。

 
(2)持分法適用の範囲の重要な変更

　当第２四半期連結会計期間末における持分法適用の関連会社の数は、前連結会計年度末の15社から変更はない。

 
 

 

 

(会計方針の変更等)

 
当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

(会計方針の変更）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて

第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方

法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の算定方法を変更している。退職給付会計基準等

の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四半期連結累計期間の期首に

おいて、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減している。この結果、当第２

四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が274百万円増加し、利益剰余金が709百万円減少している。また、

当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益における影響は軽微である。

 
(会計上の見積りの変更）

　当社の連結子会社である東京特殊電線㈱は、従来より、ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）の撤去等、環境関連費用の

支出に備えるため環境対策引当金を計上していたが、同社の保有するＰＣＢ汚染物に関して民間業者での処理が可能

となったことを契機に、処分費用の再見積りをした結果、従来の見積額との差額を環境対策引当金戻入益として営業

外収益に計上している。これにより、当第２四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益は982百

万円増加している。 
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（追加情報）

　

　当第２四半期連結累計期間

(自  平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

１．自動車用ワイヤハーネス・カルテルによる競争法違反に関連して、米国およびカナダにおいて当局が捜査対

象とする一連の自動車部品カルテルによる損害の賠償を求める複数の集団訴訟が提起されており、当社が自動車

用ワイヤハーネスその他一部の自動車部品カルテルにかかる訴訟において被告となっている。そのほか、一部の

自動車メーカーとは、自動車用ワイヤハーネス・カルテルに関する損害賠償の交渉を行っている。

 
２．当社連結子会社が製造した自動車用部品に関連し、当該部品を組み込んだ自動車について市場回収措置（リ

コール）が行なわれており、これを販売した当社が部品の販売先などから費用の一部の分担を求められる可能性

がある。
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(四半期連結貸借対照表関係)

１．偶発債務

(1) 保証債務

連結子会社以外の会社の金融機関等からの借入金等に対して、債務保証を行っている。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

（株）ビスキャス 9,190百万円 （株）ビスキャス 9,304百万円

FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMA 
PHILIPPINES INC.

2,950百万円
FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMA 
PHILIPPINES INC.

3,085百万円

華通古河（唐山）線纜有限公司 2,281百万円 華通古河（唐山）線纜有限公司 2,437百万円

西安西古光通信有限公司 1,198百万円
PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY
MANUFACTURING

1,710百万円

上海日光銅業有限公司 972百万円 西安西古光通信有限公司 1,275百万円

その他 3,232百万円 その他 4,532百万円

計 19,825百万円 計 22,347百万円
 

 

(2) 債権流動化に伴う買い戻し義務

 

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

債権流動化に伴う買い戻し義務 4,706百万円 3,887百万円
 

 

２．手形割引高及び裏書譲渡高

 

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

受取手形裏書譲渡高 －百万円 0百万円
 

 

 

(四半期連結損益計算書関係)

＊１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりである。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
 至 平成26年９月30日)

荷造費及び運送費 11,447百万円 9,212百万円

販売手数料 1,145百万円 1,205百万円

給与諸手当福利費 21,843百万円 20,243百万円

退職給付費用 1,446百万円 972百万円

減価償却費 2,212百万円 1,508百万円

研究開発費 7,775百万円 6,745百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

＊１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りである。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
 至 平成26年９月30日)

現金及び預金勘定 40,832百万円 21,552百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,407百万円 △2,021百万円

有価証券勘定 25百万円 0百万円

現金及び現金同等物 39,450百万円 19,531百万円
 

 

 

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月25日
定時株主総会

普通株式 2,118 3.00 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後

となるもの

　　該当事項なし。

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月25日
定時株主総会

普通株式 2,118 3.00 平成26年３月31日 平成26年６月26日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後

となるもの

　　該当事項なし。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　前第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

情報通信
エネル
ギー・産
業機材

電装・エ
レクトロ
ニクス

金属 軽金属
サービ
ス・開発

等
計

売上高          

  外部顧客への売上高 71,863 116,248 130,035 64,622 94,028 7,273 484,072 － 484,072

  セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,617 20,588 5,497 2,284 2,558 11,362 44,908 △44,908 －

計 74,481 136,836 135,533 66,907 96,587 18,635 528,981 △44,908 484,072

セグメント利益又は損
失（△）

2,695 360 5,417 △1,703 4,444 123 11,338 7 11,346
 

(注) １　セグメント利益又は損失（△）の調整額７百万円には、主に未実現利益の消去等が含まれている。

 ２　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

 ３　会計方針の変更等

有形固定資産の減価償却の方法については、従来、当社と国内連結子会社は建物以外については主に定率

法を採用し、在外連結子会社は主に定額法を採用していたが、第１四半期連結会計期間より、当社と国内連

結子会社においても定額法に変更している。

当社グループでは、第１四半期連結会計期間より開始した新中期計画において、成長が期待できる海外市

場での事業展開を拡大させていくため海外拠点への資源配分を増やしていく一方、国内事業においては成熟

した市場環境に見合った維持・更新を目的とした投資へシフトする方針を明確にした。これを契機に、当社

と国内連結子会社の所有する国内生産設備を中心とした資産の稼働状況等を検討した結果、今後は長期安定

的な稼動が見込まれることから、定額法による減価償却が資産の稼働状況をより適切に反映した合理的な費

用配分の方法であると判断した。

これにより、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間のセグメント利益が「情報通

信」で220百万円、「エネルギー・産業機材」で250百万円、「電装・エレクトロニクス」で241百万円、

「金属」で37百万円、「軽金属」で17百万円、「サービス・開発等」で156百万円増加しており、合計で922

百万円となる。
　
　

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　主に、「軽金属」において、土地等の減損損失2,409百万円を、「情報通信」において、建物等の減損損失423百

万円を計上した。
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　当第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

情報通信
エネル
ギー・産
業機材

電装・エ
レクトロ
ニクス

金属
軽金属
(注３)

サービ
ス・開発

等
計

売上高          

  外部顧客への売上高 72,321 121,233 140,323 63,510 － 17,478 414,867 － 414,867

  セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,707 20,414 4,213 1,532 － 8,083 36,951 △36,951 －

計 75,028 141,647 144,537 65,042 － 25,562 451,819 △36,951 414,867

セグメント利益又は損
失（△）

2,541 1,508 4,463 △2,154 － △150 6,208 29 6,237
 

(注) １　セグメント利益又は損失（△）の調整額29百万円には、主に未実現利益の消去等が含まれている。

 ２　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

        ３　「軽金属」セグメントを構成していた古河スカイ株式会社は、平成25年10月１日に経営統合を行って　

　　　　　　　おり、統合新会社である株式会社ＵＡＣＪは当社の持分法適用の関連会社となっている。

 
２　報告セグメントの変更等に関する情報

第１四半期連結会計期間より、従来「情報通信」に含めていた一部事業について、開発を更に加速すべく管理所管の

見直しを行い、報告セグメントの区分を「サービス等」に変更している。

また、報告セグメントの位置づけをより適切に表示するため、「サービス等」の名称を「サービス・開発等」に変更

している。

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示

している。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
 至 平成26年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 3円30銭 1円64銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(百万円) 2,329 1,156

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 2,329 1,156

普通株式の期中平均株式数(千株) 706,070 706,062
 

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載していない。

 

 
(重要な後発事象)

　該当事項なし。
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２ 【その他】

該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年11月７日

古河電気工業株式会社

取締役会  御中

 

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   秋   山   賢  一   

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   石   黒   一  裕　   

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   吉   田   哲  也   

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている古河電気工業株

式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成26年７月１日から

平成26年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年９月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、古河電気工業株式会社及び連結子会社の平成26年９月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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